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内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定について 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定につい

て、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

具体的には、子会社を含めた業務の適正を確保するための体制、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え

方および体制に関する事項の追加、監査役会および会計監査人の設置に伴う修正、その他、補足的記載、用

語および表現の見直し等、所要の訂正を行うものであります。 

 

記 

 

内部統制システム構築に関する基本方針（業務の適正を確保するための体制） 

 

当社は、会社法第362条第４項第６号に基づき、業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制」と

いう。）を整備する。 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、関係法令およびその精神を遵守するとともに社会的良識を持って行動するために「コンプラ

イアンスガイドライン」を設け、取締役および使用人は、このガイドラインの実現が自らの役割であ

ることを認識し、行動する。 

また、内部監査部門は、社内の業務活動、諸制度および内部統制システムの整備運用状況を監査し、

法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部者通報制度を構築し、

運用する。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務遂行に係る情報は、「文書管理規程」等に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適

切に保存および管理する。取締役および監査役は、これらの文書等を必要に応じて閲覧できるものと

する。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役および使用人は、業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって

最小のコストによって最良の結果が得られるように、「リスク管理規程」を制定し、リスクの回避、軽

減およびその移転その他必要な措置を講じることとする。また、投資家や株主に開示すべきリスク事



項については、有価証券報告書等において、取締役会での慎重な検討を経たうえで、適切な開示を図

る。 

重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な

対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとする。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

毎月開催の取締役会に加え、変化する経営環境に対応すべく随時に取締役会を開催し、適時適切な意

思決定および各取締役の職務執行の状況報告が行える体制を構築し、運用を行う。 

また、各取締役の管掌組織の業務組織については、毎週開催の経営会議において、状況報告が行える

体制を構築し、運用を行う。 

なお、取締役会および経営会議においては、監査役も参加し、適宜、効率性、健全性等の観点から、

意見具申できる体制とし、さらに、監査役会において、取締役の職務執行状況の再確認および適法性

の検討を行う。 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

「関係会社管理規程」に基づき、適切かつ効率的な経営・事業管理を行うとともに、当社グループ全

体で内部統制の強化に取り組む。 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並び

にその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査役会にて協議により人選された者を置くも

のとする。この場合、当該使用人に対する指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役からの独立

性を確保するものとする。 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

監査役は、独立性堅持のもと監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会その他重要な意思決定・報

告会議に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を受けるものとする。 

また、監査役は、内部監査部門や会計監査人および監査法人から、業務や会計に関する監査の状況に

ついて、説明・報告を受けるとともに、意見交換を行うことで、連携を図る。 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

常勤監査役は、取締役会とは別に、毎週開催される経営会議に参加し、その報告および協議の内容に

ついて、適宜、直接把握できるようにする。 

９． 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

当社は、市民生活の秩序に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たず、毅然とした態度で臨む

ことを行動規範で定める。 

また、体制としては、総務部が統括部署となり、「反社会的勢力対処規程」および「反社会的勢力対

処マニュアル」の制定、所轄の警察署等の外部機関との連携等により、反社会的勢力排除の取組みを

強化する。 

 
以 上 


